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平成２２年（２０１０年）第４回市議会定例会

提出議案市長説明要旨（２２．１２．１４）

本日追加提出いたしました議案について、その概要をご説明いた

します。

議案第１２７号行政組織条例中改正については、先に提出いた

しました議案第１０７号について、総務常任委員会での採決結果を

踏まえ、一部修正が必要なものと判断いたしましたので、改めて提

出するものです。

修正した内容は、国民健康保険に関する事務を「市民部」ではな

く「福祉部」にしようとする点です。

以上、提出議案についてその概要をご説明いたしましたが、よろ

しくご審議のうえ、ご議決いただくようお願い申し上げます。



議案第127号 行政組織条例中改正について
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議案第１２７号

行政組織条例中改正について

行政組織条例の一部を次のように改正する。

平成２２年１２月１４日提出

横 須 賀 市 長 吉 田 雄 人

行政組織条例の一部を改正する条例

行政組織条例（昭和４４年横須賀市条例第２４号）の一部を次のように改正す

る。

第１条第６号中「健康福祉部」を「福祉部」に改め、同条第７号及び第８号

を次のように改める。

（７）健康部

（８）こども育成部

第１条第１２号を同条第１４号とし、同条第11号中「土木みどり部」を「土木

部」に改め、同号を同条第13号とし、同条中第10号を第12号とし、第９号を第

11号とし、同号の前に次の２号を加える。

（９）環境政策部

（10）資源循環部

第２条健康福祉部の部各号列記以外の部分中「健康福祉部」を「福祉部」に

改め、同部中第１号及び第２号を削り、第３号を第１号とし、第４号を第２号

とし、同部の次に次のように加える。

健康部

（１）保健衛生に関すること（こども育成部が所掌するものを除く。）。

（２）地域医療に関すること。

第２条環境部の部各号列記以外の部分中「環境部」を「環境政策部」に改

め、同部第１号中「環境対策」を「環境政策」に改め、同部第２号を削り、同

部の次に次のように加える。

資源循環部

（１）廃棄物の処理及び清掃に関すること。

第２条土木みどり部の部各号列記以外の部分中「土木みどり部」を「土木

部」に改め、同部第４号を削る。

附則

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。

議1２７．１



（提案理由）

行政需要の変化に対応し、行政の効率的な執行を図るため、この条例を改正

する。

（参照）

行政組織条例抜粋

(設置）

第１条地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第158条第１項の規定により、本市に

次の部を設ける。

（中略）

（６）健康福祉部

（７）こども育成部

（８）環境部

（中略）

（11）土木みどり部

（１２号略）

(事務分掌）

第２条前条の規定による部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

（中略）

健康福祉部

（１）保健衛生に関すること（こども育成部が所掌するものを除く。）。

（２）地域医療に関すること。

（中略）

環境部

（１）環境対策に関すること。

（２）廃棄物の処理及び清掃に関すること。

（中略）

土木 みどり部

議１２７．２
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（中略）

(4)緑響地及び公園に関すること。

(以下略）

一議１２７．３



１２月１４日

告 (その２）

平成２２年(2010年)１２月１４日

市長から、議案第１２６号及び第１２７号の提出を受け

た。

市長から、諮問第１号の提出を受けた。

総務常任委員長から、審査報告書の提出を受けた。

議長の報

１

１２月１４日

１２月１４日

２
３
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平成22年（2010年）１２月１４日

市議会議員様

総務部長

平成23年度（2011年度）行政組織改正（案）の資料送付について

このたび、平成23年度（2011年度）行政組織改正（案）がまとまりましたので、関係資

料を送付します。

なお、当該資料は、本日付けの総務常任委員会議案説明資料の参考資料として提出して

おります。

記

送付資料（平成22年第４回市議会定例会総務常任委員会説明資料別冊）

平成23年度23年度（2011年度）行政組織改正（案）

平成22年（2010年）１２月１４日

事務担当は､総務部行政管理課組織･事務管理担当棲井内線6215
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参 考送付

総務常任委員会説明資料

(議案説明資料）

(参考資料）

◎平成２３年度（2011年度）行政組織改正(案）

（平成22年（2010年）１２月１４日）

平成２２年(2010年)１２月１４日

総 務部

別冊



平成23年度行政組織改正(案）
●

(2011年度）

｡

･平成23年度（2011年度）行政組織改正の概要一一一…… Ｐ、１

･現行組織・改正組織対照表一一=一……… Ｐ､４

･組織数等増減表一一一一… Ｐ・１０

や

平成22年（2010年）１２月１４日

総 務部



平成23年度(2011年度)行政組織改正案について

平成23年度(2011年度)の行政組織改正については、市民本位の行政運営のため、次

の観点から柔軟で効率的な組織体制の整備を行う。

◎新しい基本計画を推進するための組織の活性化と市民満足度の向上

１福祉政策と健康政策を機動的に行うだめの体制の整備

２総合的な環境政策をより充実するための体制の整備

３廃棄物の資源化と処理に特化した体制の整備

４地方公営企業としての企業性を強化し、経営を効率化するだめの体制の整備

５学校教育を一層充実、推進するための体制の整備

６その他重要施策を推進するための体制の整備

、組織の整備

（１）福祉政策と健康政策を機動的に行うため、健康福祉部を「福祉部」に名称変更

するとともに、「健康部」を新設する。

（２）総合的な環境政策をより充実するため、「環境政策部」を新設する。

（３）廃棄物の資源化と処理に特化した組織として、環境部を「資源循環部」に名称

変更する。

（４）土木みどり部を「土木部」に名称変更する。

（５）地方公営企業としての企業性を強化し、経営を効率化するため、上下水道局業

務部と上下水道局施設部を「上下水道局経営部」と「上下水道局技術部」に再編

新設する。

（６）教育全般の総合調整を図るため、教育委員会事務局管理部を「教育委員会事務

局教育総務部」に名称変更する。

（７）教育委員会事務局生涯学習部を廃止し、学校教育を一層充実、推進するため、

「教育委員会事務局学校教育部」を新設する。

（８）健康福祉部健康福祉総務課を廃止し、「福祉部福祉総務課」を新設する。

（９）高齢者関連施策を円滑に展開するため、健康福祉部長寿社会課を廃止し、介護

保険に特化した「福祉部介護保険課」及び「同部高齢福祉課」を新設する。

(10）健康福祉部保健所総務課を廃止し、「健康部健康総務課」を新設するとともに、
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「同部地域医療推進課｣、「同部保健所健康づくり課｣、「同部保健所生活衛生課｣、

「同部健康安全科学センター」を健康福祉部から移管する。

(１１）子ども手当の給付など担当業務が拡大し、今後も一定の業務量が継続するため、

「こども育成部こども青少年給付課」を新設する。

(12)環境政策を企画・立案し推進する「環境政策部環境企画課」を新設するととも

に、「同部環境管理課」を環境部から移管する。産業廃棄物関連業務は資源循環部

資源循環推進課に移管する。

(13）「環境政策部緑地管理課｣、「同部公園建設課」を土木みどり部から移管する。

(14)環境部自然・環境政策課を廃止する。

(15)環境部環境総務課、同部環境施設課、同部環境第１事務所、同部環境第２事務

所を廃止し、「資源循環部資源循環総務課｣、「同部資源循環施設課｣、「同部資源循

環第１事務所｣、「同部資源循環第２事務所」を新設する。

(１６)土木みどり部土木みどり総務課を廃止し、「土木部土木総務課」を新設する。

(17)上下水道局業務部総務課、同部財務課、同部料金課、同部給排水相談課を廃止

し、「上下水道局経営部総務監理課｣、「同部経理料金課｣、「同部資産活用課」を新

設するとともに、「上下水道局経営部経営企画課」を上下水道局業務部から移管す

る。

(18)上下水道局施設部計画課、同部修理保全課、同部水道施設課、同部浄水課、同

部下水道整備課を廃止し､「上下水道局技術部技術推進課｣、「同部給排水課｣、「同

部水運用課｣、「同部水道管路整備課｣、「同部水道管路維持課｣、「同部下水道管渠

課」を新設するとともに、「上下水道局技術部水再生課」を上下水道局施設部から

移管する。

(19)教育委員会事務局生涯学習部学校教育課を廃止し、学校教育に関わる指導業務

に特化して学校の指導力向上と児童・生徒の学力向上を図る「教育委員会事務局

学校教育部教育指導課」と、いじめ・不登校や特別支援教育など全ての子どもた

ちへの支援を強化する「同部支援教育課」を新設する。

(20）「教育委員会事務局学校教育部学校保健課｣、「同部スポーツ課｣、「同部教育研

究所」を教育委員会事務局生涯学習部から移管する。

(21）「教育委員会事務局教育総務部生涯学習課｣、「同部中央図書館｣、「同部自然・

人文博物館｣、「同部美術館」を教育委員会事務局生涯学習部から移管する。

－２‐



２執行体制の整備

（１）「健康福祉部担当部長(地域医療推進担当)』を廃止する。

（２）「環境部担当部長（自然・環境政策担当)」を廃止する。

（３）自然環境施策を総合的に推進するため､「環境政策部担当課長（自然環境担当)」

を配置する。

（４）「健康福祉部担当課長（高齢者福祉担当)」を廃止する。

（５）「健康福祉部担当課長（疾病予防担当)」を「健康部担当課長（疾病予防担当)」

に移管する。

（６）「こども育成部担当課長（こども給付担当)」を廃止する。

（７）「教育委員会事務局管理部担当課長（教育政策担当)」を「教育委員会事務局

教育総務部担当課長（教育政策担当)」に移管する。

(８） ｢教育委員会事務局生涯学習部担当課長（教育情報担当)」を廃止する。

●
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｢一可新設一
○市長事務部局

改正案現行

到祉部（６課〕健康福祉部（11課．l担当部長･２担当課長）

璽 利 l ･ 謡

現行組織･改正案対照表

）

－４－

＊福祉政策と健康政策を機動的に行うために、
健康福祉部を「福祉部」と名称変更するとと
もに、「健康部」を新設する。

＊健康福祉部担当部長（地域医療推進担当）を
廃止する。

＊健康福祉部健康福祉総務課を廃止し、「福祉
部福祉総務課」を新設する。

＊高齢者関連施策を円滑に展開するため、健康
福祉部長寿社会課を廃止し、介護保険に特化
した「福祉部介護保険課」及び「同部高齢福
祉課」を新設する。（健康福祉部担当課長
（高齢者福祉相当）を廃止する。）

＊健康福祉部保健所総務課を廃止し、「健康部６
康総務課」を新設するとともに、「同部地域Ｉ
療推進課」、「同部保健所健康づくり課」、
「同部担当課長（疾病予防担当）」、「同部１１

健所生活衛生課」、「同部健康安全科学セン
ター」を健康福祉部から移管する。

一一一一重画画

●
●
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戸新設一廃止
○市長事務部局

５

現行組織･改正案対照表

現行 改正案

こども育成部（５課・１担当課長）

ども青少年企画課

ども青少年支援課
担当課長（こども給付担当）
ども健康課

育課

童相談所

こども育成部（６課）

姫
こども青少年企画課

こども青少年支援課

●●●P担当課長弓(こ-どﾕg給洞担当架
こども健康課

保育課

児童相談所

、
。
ｆ
旬

こども青少年給付課

＊子ども手当の給付など担当業務が拡大し、今後
も一定の業務量が継続するため、こども育成部
担当課長（こども給付担当）を廃止し、「こど
も育成部こども青少年給付課」を新設する。



現行組織･改正案対照表

○市長事務部局

現行

環境部(10課（室）(室）．l担当部長）

境総務課

部長（自然・環境政策担当）

然・環境政策課

境管理課

源循環推進課

境施設課

域処理施設建設準備室

サイクルプラザ

処理工場

境第１事務所

境第２事務所

＊総合的な環境政策をより充実するため、「環境
政策部」を新設する。

＊環境部担当部長（自然・環境政策担当）及び環
境部自然・環境政策課を廃止する。

＊環境政策を企画・立案し推進する「環境政策部
環境企画課」を新設するとともに、「同部環境
管理課」を環境部から移管する。産業廃棄物関
連業務は資源循環部資源循環推進課に移管す

．る。

＊「環境政策部緑地管理課」、「同部公園建設
課」を土木みどり部から移管する。

＊自然環境施策を総合的に推進するため、環境政
策部担当課長（自然環境担当）を配置する。

６

戸新設一

改正案

環境政策部（４課・１担当課長）

驚雲＝
資源循環部(8課(室））

＊廃棄物の資源化と処理に特化した組織としマ
環境部を「資源循環部」に名称変更する。

＊環境部環境総務課、同部環境施設課、同部固
境第１事務所、同部環境第２事務所を廃止
し、「資源循環部資源循環総務課」、「同音
資源循環施設課」、「同部資源循環第１事謝
所」、「同部資源循環第２事務所」を新設す
る。



現行組織･改正案対照表

○市長事務部局

現行

土木みどり部（10課）

土木みどり総務課
交通計画課

道路管理課

道路建設課

道路補修課

道路維持課
河川課

緑地管理課

公園建設課
傾斜地保全課

＊「土木みどり部」を「土木部」に名称変更する。

＊土木みどり部土木みどり総務課を廃止し、「土
木部土木総務課」を新設する。

＊土木みどり部緑地管理課、同部公園建設課を
｢環境政策部」に移管する。

丙新設一廃止

改正案

土木総務課
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戸新設－１
○上下水道后

改正案

（全部改正）

上下水道局経営部(4課）

Ｔ雲雲三丁

現行

現行組織･改正案対照表

８

＊水道事業及び下水道事業は、「建設の時代」か
ら「維持管理（経営）の時代」に移行したこと
や、技術の継承を行い技術力向上を図る等の観
点から、「業務部」と「施設部」を「経営部」
と「技術部」に再編新設する。

＊総務課にコンブライアンスを推進する担当を設
置し、「総務監理課」とする。

＊経営企画課に新たな収入確保のため、増収策担
当を設置する。

＊財務課から用地管理を分離させ、新たに「資産
活用課」を設置する。

＊財務課と料金課を統合し「経理料金課」とする。

＊新技術の導入検討を推進するため、新たに
「技術推進課」を技術部に設置する。

＊給排水相談課を技術部に移管し、「給排水
課」とする。

＊施設の維持管理と効率的な水運用を推進す眉
ため、浄水課を「水運用課」と名称変更す
る。

＊水道施設及び下水道施設を資産として捉え、
適切に資産を管理する手法（アセットマネジ
メント手法）の導入を図るため、「水道管聞
整備課」、「下水道管渠課」とするととも
に、水道管の漏水修理業務等を専門に行う
「水道管路維持課」を設置する。



Ｆ可新設一廃止

○教育委員会事務局

Ｋ

現行組織･改正案対照表

現行 改正案

教育委員会事務局管理部（3課．l担当課長）

総務課

…･担当課長（教育政策担当）
教職員課

学校管理課

教育委員会事務局生涯学習部（８課．１担当課長）

i--.美術館運営課

情報担当）

教育委

譲蓉萎

教育罰

正

飴
語

事務局教育総務部（７課・１担当

軍霧葛蓉璽葛匡一一
総務課

…･担当課長（教育政策担当）

教職員課

学校管理

1－

:--Ｌ

課

霊．

錘型」

胃頁套軍霧肩寧褒薮脊…

教春委員会事務局生涯学習割砦

自然一鳥共博物闘吟
●

■

、・・・博物館運営調搭

美術館一

§…美術館運営課一

生 産学習課

届.央図書館
眉|然・人文‘潔勿館

専物節I遅 営課

美１『館

美術館運

教育指導課

支援教育課

学ホt保健課
ス易ミーツ課

教育研究所

＊生涯学習部を廃止し、学校教育を一層充実、＊教育全般の総合調整を図るため、管理部を
推進するため、「学校教育部」を新設する。「教育総務部」に名称変更する。

＊生涯学習部学校教育課を廃止し、学校教育に＊「教育総務部生涯学習課」、「同部中央図書
関わる指導業務に特化して学校の指導力の向館」、「同部自然・人文博物館」、「同部美
上と児童・生徒の学力向上を図る「学校教育術館」を生涯学習部から移管する。
部教育指導課｣と、いじめ・不登校や特別支
援教育など全ての子どもたちへの支援を強化＊教育情報について一定の結論を導き出したの
する「同部支援教育課」を新設する。 で教育委員会事務局生涯学習部担当課長（教

育情報担当）を廃止する。
＊「学校教育部学校保健課」、「同部スポーツ

課」、「同部教育研究所」を生涯学習部から
移管する。



環境第２事務所土木みどり総務課（上下水道局業務部）総務課財務課料金課給排水相談課
（上下水道局施設部）計画課修理保全課水道施設課浄水課下水道整備課
（教育・生涯学習部）学校教育課

｢穎薮薮瑠蔑裏可

平成23年度組織改正に伴う組織数等増減表

課 の設

邪の閥

部上下水道局業務部上下水道局施設部

部の新設 ＋ ５

給排水課

支援教育Ｉ

委員会事務局学校教育部上下水道局経営部上下水道局技術部健康部理墳鼓笛割
、

幽濡毒燕爾一雨認

循環部←環境部土木部←土木みどり部
教育委員会事務局教育総務部←教育委員会事務局管理部

課の廃止△ 1 ９
課保健所総務課環境総務課自然・環境政策課環境施設課環境第１事務所建康福朴謹務 課長寿ネ

平成
23年度
⑨

康づくり課保健所生活衛生課健康安全科学センター（以上、健康部←健康福１

※（）内は執行体制としての担当部･担当課を含む数

高齢福祉課健康総務課こども青少年給付課環境企画課

施設課資源循環第１事務所資源循環第２事務所土木総務課

監理課経理料金課資産活用課（上下水道局技術部）技術推進課
水道管路維持課下水道管渠課（教育・学校教育部）教育指導課

資源循環総務課資源循環施設課

（上下水道局経営部）総務監理課

水運用課水道管路整備課水道

1０－

当）

環境管理課（環境政策部←環境部）緑地管理課公園建設課（以上、環境政策部←土木みどり部）

経営企画課（上下水道局経営部←上下水道局業務部）水再生課（上下水道局技術部←上下水道局施設部）
生涯学習課中央図書館自然・人文博物館美術館（以上、教育・教育総務部←教育・生涯学習部）
学校保健課スポーツ課教育研究所（以上、教育・学校教育部←教育・生涯学習部）

平成
22年度
⑪

「垣雲霞宴零司新設十１廃止△３

廃止

廃止

平成
22年度
②

健康福祉部担当部長（地域医療推進担当）

環境部担当部長（自然･環境政策担当）

平成
23年度

区分
平成22年度

部 課

平成23年度

部 課

堵

部

減

課
■
ｒ 了長部局 12(14） 82(91） 1４ 84(92） 2(0） 2(1)

ﾆ下水道局 ２ 1１ ２ 1１

＃§坊局 １ ８ １ ８

iｉ女育委員会事務局 ２ 11(13） ２ 12(13） 1(0）

弱畠挙管理委員会事務局 １ １ １ １

§羅 §委員事務局 １ １ １ １
』
ｒ 蒲§会事務局 １ ２ １ ２

合言 20(22） 116(127） 2２ 119(128） 2(0） 3(1)
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平成22年(2010年)12月１４日

横須賀市議会議長山下薫様

総務常任委員長青木秀介

総務常任委員会審査報告書

本委員会に付託された議案の審査結果について、委員会規則第

１９条の規定により、下記のとおり報告します。

議案番号

議案第１２７号

０１－０１－０５－１２－－０５０２

記

件

行政組織条例中改正について

名

原案を可決すべきものと決定

２



１２月１４日

議長の報 告 (その２）

平成２２年(2010年)１２月１４日

市長から、議案第１２６号及び第１２７号の提出を受け

た。

市長から、諮問第１号の提出を受けた。

総務常任委員長から、審査報告書の提出を受けた。

一一一一

１

１２月１４日

１２月１４日

２
３

１

０１…０Ⅲ(15..-12-05-02


